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の保存を決定 
～災害復興事業と文化財保存の両立へ～ 

 

【大塚台地遺跡の出土に伴う今後の対応】 

出土した墓域は、首長クラスの人物が埋葬されたと考えられる 周
しゅう
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こう

墓
ぼ

と、それを囲む

ように出土した土壙
どこう

墓
ぼ

によって構成されており、今回のように狭い範囲に墓域構造のセ

ット関係が確認できる例は、県下では非常に稀です。また、過去に近隣で実施された発

掘調査(大塚台地遺跡第１次調査)で確認した集落に対応する墓域の位置や関係性を理解

するうえで貴重な事例です。 

なお、現地は災害公営住宅の建設予定地となっていますが、この墓域が保存されるこ

とに伴い、同敷地内において保存が決定した範囲外に建築される予定です。 

 

※ 今回の発掘調査は、本来宇城市により実施する予定でしたが、熊本地震による発掘調査件数

の増加により、他県から熊本県に派遣された職員と熊本県文化課職員の協力を受けて実施され

たものです。 

 

宇城市では、本年 10 月 20 日付け報道資料により、災害公営住宅の建設に伴

い実施した発掘調査(大塚台地遺跡第２次調査)において、弥生時代後期末(３世

紀前半頃)の首長墓が出土した旨をお知らせしたところですが、本件に関して、

この度、当該墓域については現状保存することを決定しましたので、あらため

てお知らせします。 
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